




3／6 

1-4.事故シチュエーション別の事故発生件数 
表 1に屋内で発生した事故 38件の「事故シチュエーション別の事故発生件数」を示します。 

最も多いシチュエーションの「家電の蒸気・熱湯に触れてやけどする」事故は、保護者がその場にいな

い時に多く発生しています。だからこそ、見守りに加えて、目を離している時でも安全な環境づくりが

大切です。一方、「おもちゃでケガ・誤飲する」事故は、保護者が見守っていても対処が間に合わないケ

ースがあります。小部品が外れていないか等、こまめな点検が重要です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

事故シチュエーションのイメージ図 

表 1 事故シチュエーション別の事故発生件数 

 











 

 （別紙 2） 

「乳幼児用玩具」、「乳幼児用ベッド」に対する新しい規制がはじまります 

  

■乳幼児用玩具 

近年、インターネットを通じて海外から安全性が保証されていない製品を容易に購入できる環境が広が

っています。こうした状況を踏まえ、こどもが使用する製品の安全を確保するため、消費生活用製品安全

法などが改正され、3 歳未満の乳幼児向けおもちゃを対象とした新たな規制が導入されました。この規制

により、令和 7年 12月 25日以降に製造または輸入される乳幼児用玩具は、「技術基準への適合」や「対象

年齢等の使用に関して注意を促すための文言の表示」の要件を満たすことが義務付けられます。これらの

要件等を満たした上で、子供 PSCマークをおもちゃへ表示することが必要となります。 

ただし、規制開始以前に製造・輸入された製品は、子供 PSCマークがなくても販売可能です。「子供 PSC

マーク」の表示がない場合は、一般社団法人日本玩具協会が「安全面に配慮して作られたおもちゃ」とし

て発行する「STマーク」が付いているかどうかの確認も有用です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■乳幼児用ベッド 

乳幼児用ベッド自体はこれまでも消費生活用製品安全法の特別特定製品に指定されていましたが、今般

の改正で子供用特定製品にも指定されます。 

技術基準等の内容には変更はありませんが、改正法の施行（令和 7年 12月 25日）よりも前に製造又は

輸入された乳幼児用ベッドは、従前のひし形 PSCマークの表示が必要ですが、施行日以降はひし形子供 PSC

マークの表示が必要となります。なお、令和 9 年 3 月 24 日までの間は、現行のひし形 PSC マークが表示

された製品も販売されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜乳幼児用ベッド・乳幼児用玩具の規制等に関してのお問い合わせ先＞ 

経済産業省 大臣官房産業保安・安全グループ 製品安全課  

電話: 03-3501-1511（内線 4301）、メール: bzl-psc@meti.go.jp 




